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第 １ 章                 総 則                     

 

第 １ 条         本会は、福山市ソフトテニス連盟と称する。（以下「連盟」という。） 

第 ２ 条         この連盟は、（公財）福山市スポーツ協会に属する。 

第 ３ 条         この連盟は、連盟に登録した団体と個人で組織する。 

第 ４ 条         この連盟の事務局は、理事長宅に置く。 

 

第 ２ 章                 目 的 と 事 業                     

 

第 ５ 条         この連盟は、ソフトテニスの普及発展を図り、市民の体位向上と生活の明朗

化に寄与することを目的とする。 

第 ６ 条         この連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 

     １ ソフトテニス大会及び対抗大会の実施、運営、後援又は協賛 

     ２ ソフトテニスに対する指導講習会の実施又は協力 

     ３ ソフトテニス施設並びに用具類の改善助長 

     ４ 他団体との連携協調 

     ５ その他連盟の目的達成に必要な事業 

 

第 ３ 章                 会 員                     

 

第 ７ 条         この連盟の会員は、次のとおりとする。 

     １ 第１部会員は、連盟に登録した団体に加盟手続をした者 

     ２ 第２部会員は、福山地区高体連加盟ソフトテニス部 

     ３ 第３部会員は、福山市中体連加盟ソフトテニス部 

第 ８ 条         第１部会員になるためには、所定の申込用紙に１０名以上の会員名簿と会費

を添えて申し込みをしなければならない。 

第 ９ 条         加盟団体は、次のことに変更のあった場合は、速やかに連盟に報告しなけれ

ばならない。 

     １ 名 称                

     ２ 住 所                

     ３ 代 表 者                

     ４ 所 属 会 員                

     ５ その他必要と認める事項 

第１０条 この連盟の団体は、次の場合には退会したものとみなす。 

     １ 団体より申し出があったとき 

     ２ 会費を滞納し、納入の意思なきとき 
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第 ４ 章                 役 員                     

 

第１１条 この連盟に、次の役員を置く。 

     １ 会 長            １ 名 

     ２ 副 会 長            若干名 

     ３ 理 事 長            １ 名 

     ４ 副理事長    若干名 

     ５ 常務理事    若干名 

     ６ 理 事            若干名 

     ７ 監 事            ２ 名 

     ８ 顧 問            若干名を置くことが出来る 

     ９ 参 与            若干名を置くことが出来る 

第１２条 会長、副会長及び監事は会員の中から総会の決議により推戴する。 

    2 会長は、この連盟を代表し、会務を統括する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

    4 監事は、会計を監査する。 

第１３条 理事は、団体の代表者と会長が推薦した者を会長が委嘱する。 

    2 理事長、副理事長及び常務理事は理事の中から互選し会長が委嘱する。 

    3 理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。 

    4 副理事長は、理事長を補佐し、常務理事は常務を処理する。 

第１４条 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 

    2 顧問及び参与は、重要事項について、会長の諮問に応ずる。 

第１５条 役員の任期は２年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とす

る。 

    2 役員は再任することができる。 

第１６条 役員の任期満了後といえども後任者が就任するまでは、前任者がその職務

を行わなければならない。 

 

第 ５ 章                 会 議                     

 

第１７条 この連盟の会議は、総会及び常務理事会とする。 

第１８条 総会及び臨時総会は、役員を以って構成する。 

    2  会員は、総会に出席し意見を述べることができる。ただし、議決に加わる

ことはできない。 

第１９条 総会は、毎年１回、３月又は４月中に開催し、臨時総会・常務理事会は随

時必要なときこれを開催する。 
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第２０条 会議は会長又は理事長が招集してその議長となる。 

2 会員又は役員の５分の１以上、又は監事から連名をもって会議の目的である

事項を示して請求があったときは、会長はすみやかにその会議を招集しなけ

ればならない。 

第２１条 会議の議事は、出席役員の過半数の決議により、これを定め、可否同数の

ときは、議長がこれを決する。 

第２２条 総会は、次の事項を付議する。 

１ 事業報告並びに事業計画の承認及び収支予算並びに決算の承認 

     ２ 役員の選出又は同意 

     ３ 規約の改正 

     ４ その他会長が付議した事項 

 

第 ６ 章                 会 計                     

 

第２３条 この連盟の経費は、会費、補助金、寄付金、及びその他の収入をもって支

弁する。 

第２４条 第１部会員の会費は、１人当り年額    円とする。 

第２５条 第２部会員の加盟金は年額    円とする。 

第２６条 第３部会員の加盟金は年額    円とする。 

第２７条 この連盟の毎年度の収支予算は総会の議決に付し、収支決算は年度終了後、

監事の監査を経て総会の承認を求めるものとする。 

第２８条 年度末において余剰金が生じたときは、翌年度に繰り越すものとする。但

し総会の承認を得た場合には余剰金の全部又は一部を積立金として積み立て

ることができる。 

第２９条 この連盟の会計年度は、毎年４月１日にはじまり翌年３月３１日をもって

終わる。 

 

第 ７ 章                 選 手 派 遣                     

 

第３０条 この連盟が、会員を全国大会など、理事会が認める大会へ選手、又は役員

を派遣する場合の経費は、大会派遣費支給規定に定める。 

    2 連盟が派遣を必要と認める大会、派遣選手又は役員の選考及び負担する額

については常務理事会で定める。 

 

第 ８ 章                 表 彰 並 び に 慶 弔                     

 

第３１条 それぞれの規定に定める。 
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第 ９ 章                 雑 則                     

 

第３２条 この規定に定めなき事項については理事会が定める。 

 

 

 

 

        本規約は 

          昭和３６年４月  施 行         

          昭和４１年４月  発 行         

          昭和４６年４月  一部改正発行 

          昭和６３年４月  一部改正発行 

          平成 ４年４月  名称変更発行 

          平成 ７年４月  一部改正発行 

          平成１０年４月  一部改正発行 

          平成１４年３月  一部改正発行 

平成１７年３月  一部改正発行 

平成２０年３月  一部改正発行 

平成２７年３月  一部改正発行 

平成２８年３月  一部改正発行 

平成３１年４月  一部改正発行 
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大会派遣費支給規定 

 

 

１ 受給資格はその年の広島県知事杯選手権大会に本連盟登録選手として出場し、男

子の部１６本、その他の部は表彰の成績をおさめた者で、次の大会に出場する者、

および予選大会を経て次の大会に出場する者に与える。 

≪参考≫ その他の部の表彰 

・ 参加ペア数が１２ペア以上の場合は３位まで 

・ 参加ペア数が７ペアから１１ペアまでの場合は２位まで 

・ 参加ペア数が６ペア以下の場合は１位のみ 

・ 参加ペア数が３ペア以下の場合はその種別は不成立とする 

 

２ 支給額は、５，０００円とする。 

３ 対象大会は、中 国 地 区 選 手 権 大 会 

        西 日 本 選 手 権 大 会 

        西 日 本 シ ニ ア 選 手 権 大 会 

        全 日 本 社 会 人 選 手 権 大 会 

        全 日 本 総 合 選 手 権 大 会 

        国 民 体 育 大 会 

        全 日本シン グルス選 手権大 会 

        全 日 本 シ ニ ア 選 手 権 大 会 

        全 日 本 イ ン ド ア 選 手 権 大 会 

        世界選手権大会第２次予選以上 

        全日本実業団選手権大会（団体） 

        全 日 本 レ デ ィ ー ス 大 会 

        ね ん り ん ピ ッ ク 全 国 大 会 

                          

        日 本 ス ポ ー ツ マ ス タ ー ズ 
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功 労 者 表 彰 規 定                                             

 

 

１ この規定は連盟に加盟した個人または団体に対して功労賞を贈ってその業績をた

たえ、連盟発展と向上に資することを目的とする。 

２ 功労賞は、その業績を記載した表彰状並びに記念品をおくる。 

３ 功労賞の受賞資格は、次に掲げるものとする。 

 １ 連盟登録１０年以上で満７０歳を迎えた功績顕著なもの。 

 ２ １０年以上ひき続き役員として尽力し、その功績顕著なもの。 

 ３ 指導者として優秀な個人やチームを育成し、その功績顕著なもの。 

 ４ 中国大会以上の各種大会で優勝したもの。 

 ５ 会長が特に功績顕著であると認めたもの。 

 ６ 常務理事以上の役員が退任するもの。 

４ 第２部会員及び第３部会員が在籍中または、卒業後次の大会で優勝したもの 

  ただし、この場合の表彰は、同一人について１回限りとする。 

  対象大会は、全日本選手権大会、全日本大学選手権大会、全日本高校選手権大会、 

全日本中学生選手権大会、国民体育大会又はこれらに準ずる大会 

５ 受賞者の決定は常務理事会で決定し、表彰決定後の大会の開会式で表彰する。 

 

 

 

慶 弔 規 定                                             

 

 

１ この規定は役員（常務理事以上）と、その家族並びに会員の慶弔に対する慶弔見

舞金の贈与について、次の通り定める。 

２ 慶 祝      …国の表彰または叙勲などを受賞したものに記念品を贈呈することができる。 

３ 弔 慰      …死亡の場合 

      役 員             ５，０００円（本人） 

      役員の家族  ３，０００円（一親等まで） 

      会 員             ３，０００円（所属理事から連絡があった場合） 

連盟発展に著しく貢献したものには弔電等をおくることができる。 

４ 見舞金…役員が３週間以上入院またはこれに準ずる場合 ３，０００円 

役員が災害等にあった場合にはその災害の程度に応じて見舞金を贈る

ことができる。 
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ランキング表彰規定                                             

 

 

１ 個人表彰とする。 

２ 男子の部は１０位までとし、他の種別は６位まで表彰とするが,ポイントにより替

わる場合がある。 

３ 得点の対象となる大会 

  春季・夏季・秋季・インドアの全福山選手権大会 

４ 得 点         

 参加組数 １位 ２位 ３位   参加点 

  5組以下 １０ ― ― １ 

  6組～12組 １０ ６ ― １ 

  13組以上 １０ ６ ３ １ 

 

５ ４大会の得点を加算して順位を決定する。 

６ 入賞した場合には参加点は加点しない。 

７ 同点した場合には上位入賞した者を優位とし、更に同点の場合には出場回数の多

い者、更に同点の場合は同順位とする。 

８ 同人が２つ以上の種目に出場した場合には順位の上位種目、で表彰する。 

 同順位、同点の場合は７を適用する。 

９ Ａ，Ｂいずれでエントリーを行っても同人の得点とする。 

 

 

 

各級資格と昇降規定                                             

 

 

１ Ａ級選手は、理事会で決定する。 

２ Ｂ級はＡ・Ｃ級以外の人を対象とする。 

３ Ｃ級は社会人になってテニスを始めた人で初心者を対象とする。 

４ 全福山選手権大会の各級優勝者は、次回大会から上の級資格者となる。 

５ 各級資格者を下の級に下げる場合は理事会で決定する。 

６ 特例の場合には常務理事会で決定する。 

７ Ｂ級選手がランキング表彰を受けた場合、次年度Ａ級選手とする。 
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選 手 変 更 規 定                                             

 

 

選手変更は原則として認めないが、次の場合は認める。 

１ エントリー後Ａ・Ｂのいずれか１名が出場できなくなった場合、その大会の有資

格者であること。 

２ エントリー後に       Ａ・Ｂ組のいずれか１名が出場できなくなった場

合は、残り１名同士でペアーを組んでの出場を認める。 

 ただし、この場合いずれの組に配置するかは競技委員長が決定する。 

 


